
�愛媛県告示第１４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
今治市上浦町瀬戸３４１８番２から

今治市上浦町瀬戸５００２番まで

旧 ７．８～１０．５ ０．１０８

新 １３．０～２１．０ ０．１０８

〃 〃
今治市上浦町瀬戸５３６１番３から

今治市上浦町瀬戸５４０５番４まで

旧 ５．５～１２．０ ０．０８０

新 １２．０～２０．０ ０．０８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市上浦町瀬戸３４１８番２から

今治市上浦町瀬戸５００２番まで
平成２２年２月９日

〃 〃
今治市上浦町瀬戸５３６１番３から

今治市上浦町瀬戸５４０５番４まで
平成２２年２月９日

毎週（火・金）曜日発行 第２１３９号 平成２２年２月９日
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�愛媛県告示第１５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市吉海町本庄９４８番２から

今治市吉海町本庄９５０番２地先まで
平成２２年２月９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市国分四丁目甲５９３番５から

今治市国分六丁目甲５１２番１２まで
平成２２年２月９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市馬越町一丁目９４番１０地先から

今治市馬越町三丁目２８８番３まで
平成２２年２月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線
今治市吉海町本庄９４８番２から

今治市吉海町本庄９５０番２地先まで

旧 ８．０～９．０ ０．０６０

新 １２．０～１３．０ ０．０６０
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�愛媛県告示第１５５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県松山保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県松山保健所長 山 本 しげ子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

代表取締役 高橋 勉

２ 事業場の名称及び所在地

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社松山鶏卵センター

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

３ 特定施設に関する事項

洗浄施設（洗卵機）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり９０，０００個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０．４

最大 １４．４

設 置 年 月 日 昭和６０年２月２０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 カネカ式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １９．８メートル 横 ３０メートル
高さ ６．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥法＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６００

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ５以下

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 ４以下

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

通常 １７０

最大 １９０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５
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�愛媛県告示第１５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４以下

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

（備考）この他に雨水排水口が４ヶ所ある。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東２８００番６地先から

同町大瀬東２０７８番２地先まで

旧 １１．５～２９．０ ０．４５１

新 １１．５～２９．５ ０．４６５

〃 〃
喜多郡内子町大瀬東１８０２番４から

同町大瀬東３７２０番地先まで

旧 １３．０～３１．５ ０．１８８

新 １２．０～３３．０ ０．１９９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線
喜多郡内子町上川４１３２番３から

同町上川４１４０番４まで
平成２２年２月９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町大瀬南７４７４番２から

同町大瀬南７４４９番６まで
平成２２年２月９日
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�愛媛県告示第１５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年２月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県基幹ネットワークシステム運用管理・利用支援業務の

委託

� 委託業務名及び数量

庁内ＬＡＮシステム運用管理・利用支援業務 一式

農業土木システム運用管理・利用支援業務 一式

土木システム運用管理・利用支援業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

� この入札は、愛媛県電子入札運用基準に基づき、所定の手

続きにより紙入札を承諾した場合を除き、入札書の提出、開

札等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札を行うものとする。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度、平成２１年度及び平成２２年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業務の実

績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履行し得る体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札によ

る場合にあっては、次の掲げる場所へ、持参又は郵送等（書留

郵便等の配達記録が残るものに限る。以下同じ。）により提出

すること。

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成２２年３月２４日（水）から平成２２年３月２５日（木）までの

電子入札システムによる当該入札案件受付時間中。（午前９時

から午後５時までをいう。）

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２２年３月２６日（金）午後２時

愛媛県庁本館１階 企画情報部管理局情報政策課システム設

計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 確認申請書の提出場所及び提出方法

電子入札により提出すること。ただし、紙入札方式による

場合にあっては、３の�に掲げる場所へ、持参又は郵送等に
より提出すること。

� 確認申請書の受領期間

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

西予市野村町舟戸２７２３番１地先から

同町舟戸２６７０番１まで
旧 ４．４～１１．５ ０．０８６

西予市野村町舟戸２７２３番１地先から

同町舟戸２７１０番地先まで
新 ３．５～９．４ ０．０８６

公 告

愛 媛 県 報 第２１３９号平成２２年２月９日
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平成２２年２月９日（火）から平成２２年３月１７日（水）まで

の電子入札システムによる当該入札案件受付時間中（電子入

札システムのメンテナンス日である平成２２年２月１２日（金）

を除く、平日の午前９時から午後５時までをいう。）

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Operation

management・Use support service for Administrative Affairs

Local Area Network，１ set

Operation management・Use support service for Agricultural

Engineering System，１ set

Operation management・Use support service for Public Works

System，１ set

� Time limit of tender：５：００ p．m.，２５March２０１０

� For further information，please contact： Network Management

Section，Information Policy Division，Administrative Subdepartment，

Planning and Information Department，Ehime Prefectural

Government,，４―４―２ Ichibancho， Matsuyama，Ehime７９０

―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２８９

監 査 公 表

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年２月９日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

正 誤

�正 誤

平成２０年４月４日付け第１９５２号愛媛県告示第５７０号（開発行為に

関する工事の完了）中

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

産 業 技 術 研 究 所 平成２１年５月１１日、平成２１年
５月１２日、平成２１年５月１３日

（監査の結果）

１ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（５５，７８１円分）が認められた。

また、平成２１年度においても、同様の事例（１５，７５０円分）が認めら

れた。

２ ホームページにおいて、使用料及び手数料について誤った金額など

が掲載されていたので、適確な広報に努められたい。

３ 低真空走査型電子顕微鏡保守点検業務委託契約について、業務実施

状況によって委託料の変動が想定される契約内容であるところ、業

務量が契約内容に比べて減少していたにもかかわらず契約書に精算

条項を規定していなかったため、実質的に委託料が過大となってい

た。

（措置の内容）

１ 会計書類に記載した物品と異なる物品に差し替えて納入させた不適

正な経理処理については、平成２１年１２月１日付け２１会第２１３号「不適

正経理の改善・再発防止策の実施について（通知）」のとおり、物品

調達・検査体制の強化により所属長による検査実施者の指名及びすべ

ての物品の納品について納品書添付の義務付けを行った。また、職員

の意識改革及び資質の向上のため、平成２２年１月８日に職員研修を実

施し、今後不適正な経理処理が起こらないよう改善を行った。

２ ホームページにおいて、使用料及び手数料について誤った金額など

が記載されていたことについては、平成２０年４月１日改正以前のまま

更新されていなかったので、平成２１年７月１５日に最新の情報に更新し

た。

３ 平成２１年度の保守点検業務委託契約は、予定価格の算定において、

前年度実績から点検回数や１回当たりの点検料の積算方法を実態に合

うように見直して契約済みである。

ページ 箇 所 誤 正

４３４

表中
工事を完了し
た開発区域又
は工区に含ま
れる地域の名
称欄

北宇和郡鬼北町大字近
永１４１８番１

北宇和郡鬼北町大字近
永１４１８番１の一部

平成２２年２月９日 発行

愛 媛 県 報平成２２年２月９日 第２１３９号

９９


